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麻しんの感染拡大防止に向けた周知について（依頼） 

 

標記の件につきまして、文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課から別添１（写）

のとおり事務連絡がありました。 

また、保健医療部感染症対策課長から別添２（写）のとおり通知がありました。 

麻しん（はしか）は、空気、飛沫及び接触により広がる感染力が極めて強い感染症で、

免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100％発症し、学校保健安全法においては第二種

の感染症に位置付けられています。 

現在、全国的に麻しんの感染が拡大しており、本年４月には、都内の小学校で麻しんの

集団感染が発生し、学年閉鎖の対応がとられたと報道があったところです。 

県内においても、令和２年以降最多となるペースで麻しん患者が増加しています。 

麻しんは、発症前から感染を広げる可能性があることから最も有効な対策は予防接種に

より免疫を獲得することと言われています。また、患者を早期に発見することも感染拡大

を最小限にするのに有効であると言われています。 

つきましては、学校での感染を最小限とするため、児童生徒及び教職員の予防接種歴や

罹患歴を確認していただくとともに、患者発生時には保健所が実施する疫学調査に御協力

くださるようお願いいたします。 

また、麻しんを疑う症状がある場合の家庭での対応につきまして、御周知くださるよう

お願いいたします。 

各市町村教育委員会におかれましては、貴管下の各学校に周知と未就学児及びその保護

者への予防接種に係る情報提供をお願いします。 

なお、ワクチン接種については、本人や保護者の判断が尊重されるべきものであること

を申し添えます。 

 

記 

 

１ 麻しんを疑う症状がある場合の家庭での対応について 

（１）外出を控える。 

（２）受診する時は、事前に医療機関に「麻しんかもしれない」ことを伝え、必ずマスク



を着用し、なるべく公共交通機関の利用を避けて受診する。 

 

２ 学校における麻しん患者（疑いを含む。）発生時の対応について 

「学校における感染症発生時の対応-第 3版-」（P.55～P.58）を参照してください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/910-201212-5.html 

 

 

 

＜参考＞ 

・ 麻しんについて 

学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉追補版 

（P.33～P.35、P.73） 

https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R070040r/data/7

57/src/757.pdf?d=1778467196133 

 

厚生労働省ホームページ「麻しん」 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html 

 

 

・ 最新の感染症情報について 

埼玉県ホームページ「最新の感染症情報」 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/news/widespread-

infectious_disease.html?from=hptop 
 

なお、このページでは、県内で流行している感染症について

広く情報提供しています。 

 

 

 

 

 

 

担 当：健康教育・学校安全担当 中山 

電 話：０４８－８３０－６９６３ 

E-mail：a6960-02@pref.saitama.lg.jp 
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麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ

○ 重症になりやすく、感染力が極めて高い麻しん（はしか）が、2020年以降最多となるペースで感染拡大しています。麻しん（はし
か）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分ではなく、ワクチンが重要です。麻しん（はしか）は、「かかってもたいしたことはない」
感染症ではなく、肺炎・脳炎・腸炎などで重症化することも多く、先進国でも重症化することもあり、1,000人に１人死亡するとされ
ている感染症です。更なる感染拡大防止のため、以下の事項について、ご協力をお願いいたします。

＜麻しん（はしか）を疑う症状がある場合の対応＞
○ 麻しんを疑う症状がある場合は、外出を控えるとともに、受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従っ
てご対応いただくようお願いいたします。

○ 感染拡大防止のため、受診の際には、公共交通機関の利用を可能な限り避けることについて、ご協力をお願いいたします。

＜自治体の疫学調査へのご協力＞
○ 麻しん（はしか）の感染拡大防止には、患者や接触者に対する行政による調査が重要です。ご協力をお願いいたします。

＜ワクチン接種のご検討＞
○ ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、ワクチンは２回接種することが重要です。
○ お子様が麻しん・風しんワクチンの定期接種の対象である1歳又は就学前1年間にある場合、積極的に早期の接種をご検討ください。
○ 海外では大きな流行が複数の国で報告されています。接種が不十分な場合、渡航の２週間前までに接種することをご検討ください。
○ 2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の感染状況もあり、２回の定期接種が行われていない可能性があります。母子健康
手帳等で、過去の麻しんの罹患歴又は２回の接種記録を確認できない方は、今一度、麻しん・風しんワクチンの接種をご検討ください。
なお、今回の流行は10代～40代の方を中心に流行していることも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いいたします。

＜特にご注意いただきたい方々＞
○ 特に、以下の方々は、接種が不十分な場合、ワクチンの接種をご検討ください。
・ 保育園や学校職員、医療機関職員など、小さいお子さんや患者さんと接触する機会の多い方
・ 空港職員、観光業スタッフなど渡航者と接触する機会の多い方
○ また、以下の方々は、感染すると重症化すると言われていますのでご注意ください。
・ 妊娠中は麻しん風しんワクチンの接種はできません。 早産や流産のリスクがあるため、妊娠前の接種をご検討ください。
・ 免疫不全のある方は、主治医の方と相談のうえ、麻しん風しんワクチン接種をご検討ください。
・ 乳幼児は、肺炎や脳炎を起こすリスクがありますので、ご家族の接種歴をご確認ください。



別添２



 

 

事  務  連  絡 

令和８年３月 31 日 

 

都道府県 

各 市 町 村 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨 

並びに麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等について 

（依頼） 

 

麻しんについては、現在、国内外における報告数の増加が報告されており、カ

ナダ、スペイン及びイギリスなどの諸外国においても、その流行により排除認定

が取り消されるなど、感染拡大が懸念されています。国内では、新型コロナウイ

ルス感染症流行以降、最多の報告数が確認されています。また、インドネシアを

はじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告のほか、国内を推定感

染地域とする報告、推定感染地域が不明である報告も増加しており、今後、さら

に増加することが懸念されます。 

つきましては、下記のとおり、麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積

極的な接種勧奨並びに麻しん及び風しんの任意接種に関する案内等の取組を行

い、麻しん及び風しんの発生の確実な予防に努めていただきますようお願いいた

します。 

 

記 

 

１．定期接種の接種勧奨について 

麻しん及び風しんの定期接種の実施状況については、令和６年度の麻しん・風

しんワクチンの接種実施率を公表しているところ、第１期及び第２期の全国平均

はそれぞれ 92.7％及び 91.0％と、いずれも麻しんに関する特定感染症予防指針

（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び風しんに関する特定感染症予防指針

（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）で定める接種率目標（95％）に達してお

らず、都道府県や市町村ごとにばらつきが存在しています（別紙１は都道府県別

接種率）。 

各自治体におかれましては、あらためて自自治体の接種実施率を確認いただい

た上で、接種率目標に達するよう、積極的な接種勧奨の取組をお願いします。 



具体的には、未接種児・保護者への定期接種の個別通知や、母子健康手帳交付

時・乳幼児健診時等での確実な周知、自治体広報紙やホームページ、SNS等を通

じた周知・啓発の強化等の取組を進めるとともに、都道府県教育関係部局と連携

しつつ、令和８年度の小学校入学手続の機会等を通じて把握された未接種児及び

その保護者に対して、情報提供及び積極的な接種勧奨を行うなどの取組を進めて

いただきますようお願いします。 

なお、第２期接種については、別添１のとおり、「麻しん及び風しんの定期接種

（第２期）対象者に対する積極的な接種勧奨等の協力について（依頼）」（令和７

年 10月３日付け感感発 1003第１号・感予発 1003第１号健康・生活衛生局感染症

対策部感染症対策課長・予防接種課長連名通知）において、文部科学省総合教育

政策局健康教育・食育課長に対し、教育関係部局における保健衛生関係部局と連

携した情報提供及び積極的な接種勧奨の協力について依頼していることを申し添

えます。 

 

２．乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給状況及び任意接種に関する案内

について 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MRワクチン」という。）につい

て、第一三共株式会社及び阪大微生物病研究会は、令和８（2026）年１月に限定

出荷を解除しております。また、別添２のとおり、武田薬品工業株式会社は令和

８（2026）年６月頃より出荷再開となる見込みが公表され、令和８（2026）年度

の医療機関への納入量（別紙２）は、例年と同等以上となる見込みであることか

ら、周知等の取組について、積極的にご検討いただくようお願いします。 

また、厚生労働省では、今般の麻しんの報告数の増加（別紙３）に鑑み、国立

健康危機管理研究機構にて作成された麻しん患者との接触後の対応として麻しん

含有ワクチンの接種による発症予防について周知を進めているところです。今

般、医療機関向けリーフレット（別紙４）を作成いたしましたので、貴管下の医

療機関に対して周知をお願いします。 

あわせて、公衆衛生対策上、下記に示す接種が必要と認められる者が当該ワク

チンを接種できるよう体制の整備を検討いただくようにお願いいたします。ま

た、海外への渡航を予定している者についても下記のとおり、必要に応じた希望

者への接種を進めていただきますようお願いいたします。 

（接種が必要と認められる者の例） 

・麻しん患者と最初に接触してから 72時間以内の人 

・麻しんに感染したことのない人で、かつ、以下のいずれかに該当する人 

a. MRワクチン未接種または接種歴が不明の人 

b. MRワクチンの接種歴が１回の人 

c. MRワクチンの接種歴が２回だが、２回接種後の抗体検査により抗体価が

低いことが分かった人で、その後未接種であった人 

 



３．広報資材について 

 麻しん及び風しんの発生の予防のためには、周知・啓発の強化等の取組が重要

です。厚生労働省においても、ホームページで関連情報をまとめたページや周知

用リーフレット（別紙５～７）を作成しています。また、海外渡航者を対象とし

て、渡航前に接種を推奨する予防接種の種類に関する周知・啓発ツールを公表し

ていますので、周知・啓発にあたってはこれらを御活用下さい。 

 

なお、本事務連絡につきましては、別途、日本医師会に対しても協力依頼を発

出している旨申し添えます。 

 

【参考】 

○厚生労働省ホームページ 

・麻しん（はしか） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

aku-kansenshou/measles/index.html 

・MRワクチン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html 

 ・麻しん風しんの予防接種の実施状況 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/hashika.html 

· 海外渡航のためのワクチン（予防接種） 

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_vaccination.html  

· 海外渡航者向け 啓発ツール 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou18/index_00003_keihatsu-tools.html  

 

○国立健康危機管理研究機構ホームページ 

・発生動向調査 

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/measles/graph/index.html 

・麻しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html 

・風しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html 

 

以上 
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【別紙１】 

都道府県別接種率： https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-02.pdf  

なお、市区町村別接種率についても、厚生労働省 HP にて公開している。
（第 1期）： 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-05.pdf  

（第２期）： 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/250929-06.pdf  
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【別紙２】 

MRワクチンの医療機関への納入量 

（単位：千本） 

 令和６（2024）年度 

実績 

令和７（2025）年度 

実績 

令和８（2026）年度 

見通し  

４月 212 196 189 

５月 197 182 188 

６月 174 175 258 

７月 170 165 176 

８月 157 145 159 

９月 152 157 173 

10月 171 151 176 

11月 147 118 154 

12月 121 108 120 

１月 123 114 124 

２月 143 122 123 

３月 182 192 171 

合計 1,950 1,825 2,010 

※１ 数量については、阪大微生物病研究会、第一三共株式会社及び武田薬品工業

株式会社の MRワクチンの医療機関への納入量の合計 

※２ 令和８年２月末時点での企業からの聞き取り結果を基に作成 

※３ 令和８年３月以降については、医療機関への納入量の見通しを記載 

  



【別紙３】 

2017～2026年における麻しんの報告数 

（単位：人） 

 
※１ 2008年 1月 1日から全数届出対象疾患 

※２ 2026年は、３月 22日時点 

 

  



【別紙４】 

https://dcc.jihs.go.jp/information/pdf/mashin20260327.pdf 
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【別紙５】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001521591.pdf  
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【別紙６】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001509133.pdf  
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【別紙７】 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/05MR.pdf  

 

http://#


 

感感発 1003 第１号 

感予発 1003 第１号 

令和７年 10 月 3 日 

 

文部科学省総合教育政策局 

健康教育・食育課長 殿 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部 

感 染 症 対 策 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

予 防 接 種 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

麻しん及び風しんの定期接種（第２期）対象者に対する 

積極的な接種勧奨等の協力について（依頼） 

 

麻しん及び風しんの流行予防等の観点から、麻しん及び風しんの定期接種（第２期）対象

者のうち接種を受けていない者が小学校就学前の本年度３月 31 日までに接種を受け、接種

率が目標（95％）に到達することが非常に重要です。 

対象者のうち接種を受けていない者及びその保護者に対しては、改めて令和８年度の小学

校入学手続の機会等を利用して、麻しん及び風しんの定期接種（第２期）の接種機会がある

ことを周知するとともに、積極的な接種勧奨を行うことができれば、接種率向上に大きく寄

与することと思料されます。 

また、本年９月 26 日付けで、世界保健機関西太平洋地域事務局により、土着株による風

しんの感染が三年間確認されない等の基準を満たし、我が国における風しんの排除が認定さ

れており、麻しんの排除認定についても継続しているところです。 

引き続き、確実な麻しん及び風しんの発生の予防に努める観点から、貴職におかれては、

都道府県教育関係部局において、保健衛生関係部局と連携しつつ、情報提供及び積極的な接

種勧奨の協力方について、特段の御配意をお願いしたくよろしくお取り計らい願います。 

 

【参考】 

○厚生労働省ホームページ 

・MRワクチン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/mr/index.html 

 

○国立健康危機管理研究機構ホームページ 

・麻しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html 

・風しんについて 

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/rubella/index.html 

【別添１】
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2026 年 3 月 

医療関係者 各位 

武田薬品工業株式会社 

『乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」』出荷再開見込みのおしらせ 

 

謹啓 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

弊社が製造販売する『乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」』(以下、「MR ワクチン」)につきま

して、麻しんウイルス力価(以下、「力価」)低下の原因調査および是正措置の実効性の評価を行ってきましたが、

この度、長期安定性試験において良好な結果が得られたことに加え、工場内の商用スケールで製造した試製品

においても力価の改善が確認されました。現在、製剤の品質試験ならびに国家検定申請の準備を進めており、

特段の問題が生じない限り 2026 年 6 月頃に出荷再開となる見込みです。出荷再開時期が確定でき次第、改め

てご案内させていただく予定です。 

 

力価低下の原因として、麻しんワクチン原液の保管冷蔵庫の温度逸脱に加え、製造工程における影響因子

を網羅的に抽出・解析し、検証した結果、製造工程における温度管理手法や培養に使用する原料の滅菌方

法、細胞培養開始条件が複合的に寄与したとの判断に至りました。これらに対する是正措置を実施し、1 年

以上にわたる長期安定性試験において良好な結果が得られ、商用スケールの試製品においても力価の改善が

確認できましたので、出荷再開の見込みをご連絡できることになりました。 

 

なお、乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」の供給再開につきましては、MR ワクチンならびにおたふく

かぜワクチンの製造および供給を優先することから、両製品の供給状況を鑑みて、決まり次第ご連絡させて

いただきます。 

また、以前よりご案内しておりました「自主回収ロットにおける麻しん抗体検査および追加の接種につい

て」の対応、特設ダイヤルは、MR ワクチンの製品出荷再開に伴い終了を予定いたしております。詳細につ

いては以下 Web サイトからご確認ください。 

https://www.takedamed.com/health/L301info  

 

医療関係者の皆様をはじめ、MR ワクチン定期接種での接種対象の方々や、任意接種での接種を希望さ

れている多くの方々に長期にわたり多大なご心配およびご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたし

ます。 

謹白 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

武田薬品工業株式会社 くすり相談室 0120-566-587 

受付時間 平日 9:00-17:30(土日祝日・弊社休業日を除く) 

【別添２】



小 学 校 入 学 ま で に確 認を ︕

麻しん、風しんの予防接種は
済んでいますか︖

一般的に「はしか」とも呼ばれて
います。発熱やせき、鼻水といった
風邪のような症状と発しんが現れ、
まれに肺炎、脳炎など重い合併症を
引き起こすことがあります。
麻しんはとても感染力が強く、
手洗いやマスクのみでは防ぐことが
できません。
ワクチン接種が最も有効な予防法です。

発しんや発熱、リンパ節の腫れなど
の症状が現れます。症状は約３日間で
治るので「３日ばしか」と呼ばれる
ことがあります。
妊娠初期に風しんにかかると、
赤ちゃんが難聴や先天性心疾患を
もって生まれてくる可能性が
高くなります。

○原則、MRワクチンという麻しんと風しんの混合ワクチンを接種します。
○予防接種を受けられる医療機関は、お住まいの市町村(予防接種担当)に
おたずねください。

○接種費用は、お住まいの市町村が負担します。
○対象者でなくなると、費用は自己負担(MRワクチンで１万円程度)になります。

第１期︓１歳以上2歳未満
第２期︓５歳から７歳未満で小学校入学前１年間（いわゆる幼稚園・保育園の年長児）

彩の国
埼玉県

麻しんとは 風しんとは

埼玉県保健医療部感染症対策課 （令和7年9月作成）

費 用

接種方法

対 象 者

予防接種が済んでいない場合は計画的に受けましょう。
詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。



参 考



 

 

保健調査票の活用方法について（補足） 

 

１ 活用方法 

  保健調査票（旧様式）等により麻しんのり患歴や予防接種歴を把握していない教

職員（新規採用職員、市町村立学校からの転入職員等。職種や勤務形態を問わない。）

に対し、新様式の保健調査票を配付してください。各教職員は保健調査票に記載し、

学校長に提出してください。 

  学校長は、調査票の記載内容により、予防接種が推奨されている教職員に対して

予防接種を受けることを勧奨してください（対応方法については、必要に応じて当

該教職員のかかりつけ医または健康管理医にご相談ください）。 

  提出された調査票は各学校で管理し、人事異動の際には定期健康診断の結果とと

もに保健調査票を異動先の学校へ送付してください。 

   

２ 麻しんのり患歴・予防接種歴の確認方法 

  記憶に頼ることなく、母子健康手帳や予防接種済証等の確実な方法によって確認

してください。 

  「麻しんにり患していることが確実」と考えられるのは、下記のような場合です。 

 

   ・り患した記録（母子健康手帳等）が残っていること。 

   ・血液検査で免疫の有無を調べて陽性が確認されていること。  等 

    （参考：「学校における麻しん対策ガイドライン 第二版」P.5） 

 

 

３ 保健調査票（旧様式）によってり患歴・予防接種歴を把握している場合 

  必ずしも新様式に変更する必要はありません。 

 

４ 保健調査票以外の様式によってり患歴・予防接種歴を把握している場合 

   保健調査票を活用しなくても差し支えありませんが、異動等の際には次の所属に

情報が確実に伝達されるよう御留意下さい。 

 

５ 麻しんのり患歴・予防接種歴が明らかでない場合 

  指針においては、り患歴や予防接種歴が明らかでない場合には予防接種を受ける

ことが推奨されていますが、必要な対応についてはかかりつけ医または健康管理医

とも御相談ください。 

 

６ これまで麻しんのり患歴がなく、予防接種を１度も受けていない場合 

  予防接種を受けることが推奨されています。２回続けて予防接種を受ける場合に

は、少なくとも１か月以上の間隔をあける必要があります。予防接種のスケジュー

ル等については、かかりつけ医または健康管理医に御相談ください。 

以上 

別紙 



＜個人情報＞

職員番号 生年月日

氏　　名 職　　　名

＜罹患歴・予防接種歴について＞　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　　年　　月　　日記入）

回数（　　　回）

＜麻しん対策フローチャート＞

教職員の麻しん（はしか）に関する保健調査票

予防接種を１回は確実に受けていますか？

　予防接種実施（２回目）

③調査後予防接種を受けた方、または免疫（抗体価）を調べた方は、日時と医療機関を記入ください。

　予防接種実施（１回目）

①麻しんの罹患の既往は確実ですか？ はい（　　　才の時）　　　・　　　いいえ

　　　予防接種を受けた方におたずねします。

昭・平　　　　年　　　　月　　　　日

　麻しんに対する免疫を持っていると考えられます

　以下のいずれかを選択してください

　○２回目の予防接種を受ける（推奨）
　○麻しんの免疫を調べて不十分な場合に２回目の予防接種を受ける

　※対応については、かかりつけ医または健康管理医にご相談ください

②予防接種は受けていますか？ はい　　　・　　　いいえ

①で「はい」、②で２回接種、③で２回接種又は免疫有の方は、こちらにチェック

時期（①　　　　　　年 ・②　　　　　　年　　）

麻しんの罹患の既往は確実ですか？麻しんの罹患の既往は確実ですか？

予防接種を２回確実に受けていますか？ 　麻しんに対する免疫を持っていると考えられます

　免疫（抗体価）を調べた

※「確実」とは、１）罹患した記録が残っている（母子健康手帳など）
　　　　　　　　　       　２）血液検査で免疫を調べて陽性が確認されている　など

＜今まで麻しんに罹患していない方,予防接種を１回も受けていない方＞

　　予防接種を２回受けることをお勧めします。

実施医療機関名年　月　日

R     .      .    

R     .      .    

R     .      .    

免疫の有無

　有　　　・　無

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

表 （令和元年7月改定） 



参考資料

（略）

・麻しんとは

・症状

・合併症

　予防接種を受けることが最も効果的です。１回の予防接種によって９５％以上の確率で免疫を獲得す
ると言われていますが、１回では免疫を獲得できない場合や、抗体の量が低下してくる場合もありま
す。このようなことから、予防接種を２回受けることで、ほぼ１００％免疫を獲得できると考えられて
います。

・予防方法

１　（中略）、学校等（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援
学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。）の職員等は、乳幼児、児童、
体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会が多いことから、本人が麻しんを
発症すると、集団発生又は患者の重症化等の問題を引き起こす可能性が高い。このため、（中略）学校
等の職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要
回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である者に対しては、当該予防接種を受け
ることを強く推奨する必要がある。

　平成１９年１２月「麻しんに関する特定感染症予防指針」が策定され、麻しんの排除および排除状態
の維持を目標として、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者が連携して取り組むべき施策につい
て新たな方向性が示されました。
　学校教職員は、麻しんの感染源となることのないよう、予防に努める必要があります。そのため、未
罹患（不明を含む）かつ予防接種を必要回数受けていない教職員に対し接種を推奨することが必要とさ
れています。

　他の疾患にくらべ、肺炎や脳炎などの合併症を起こす頻度が高く、麻しん発症者１，０００人に１人
は命を落とすと言われています。麻しんを発症してしまうと、特効薬はなく、対処療法をしながら治癒
を待つしかありません。

＜保健調査の背景＞

＜麻しんについて＞

＜麻しんに関する特定感染症予防指針（抜粋）＞

麻しんウイルスによる感染症で、「はしか」とも呼ばれています。免疫を持っていない人が感染すると
ほぼ100％発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。
＊風しん（三日はしか）と名前が似ていますが、全く異なる感染症です。

三　予防接種法に基づかない予防接種の推奨

麻しん患者のせきやくしゃみ、会話で発生するしぶき（飛沫といって、約1～2mの範囲に飛び散りま
す）に含まれる麻しんウイルスを他者が吸い込むことで感染します。感染力は非常に強く、空気中を漂
うウイルス粒子を吸い込むだけでも感染します。

　無症状（潜伏期）の期間が１０～１２日間続きます。
　潜伏期の後、３８℃台の発熱、せき、のどの痛み、鼻水、めやに、目が赤くなる、身体がだるいとい
う症状が４～５日間続きます（カタル期）。この期間は最も感染力が強くなります。
　その後、口の中の粘膜に白いぶつぶつ（コプリック斑）ができます。コプリック斑が現れると、熱は
３７℃台くらいに一時的にさがり、首筋や顔に発疹が出はじめ、熱が再び上昇し３９～４０℃台の高熱
になります。発熱は、３～４日続きます。

６　厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校保健安全法第十五条第一項に規定する職員の健康診
断等の機会を利用して、学校等の職員のり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんの
り患歴が不明であり、かつ麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種
歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。

・感染経路

裏 


